
第

二

千

八

百

十

号

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

(

火
曜
日)

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

八
〇
八
ペ
ー
ジ

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

八
一
一

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効

(

薬
務
水
道
課)

八
一
一

○
飛�
川
地
域
森
林
計
画
の
樹
立

(

林

政

課)

八
一
一

○
木
曽
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更

(

同

)

八
一
二

○
揖
斐
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更

(
同

)

八
一
二

○
宮
・
庄
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更

(
同

)

八
一
二

○
長
良
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更

(

同

)

八
一
二

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
一
二

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

八
一
三

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)
八
一
三

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)
八
一
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

八
一
四

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

八
一
五

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
等
の
公
表

(

同

)

八
一
六

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

八
一
六

○
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

八
一
六

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
等
の
公
表

(

同

)

八
一
七

○
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

八
一
七

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

(

同

)

八
一
七

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

八
一
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

八
一
八

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

八
一
八

○
平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
保
育
士
試
験(

前
期)

の
実
施

(

子
ど
も
家
庭
課)

八
一
九
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日



人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
一
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則(
昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中｢

同
条
に
規
定
す
る
就
業
促
進
定
着
手
当｣

を｢

同
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に

係
る
就
業
促
進
手
当(

就
業
促
進
定
着
手
当
に
限
る
。)｣
に
改
め
、｢

同
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
退

職
手
当｣

の
下
に｢

の
う
ち
雇
用
保
険
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
行
為
を
す
る
者
に

係
る
求
職
活
動
支
援
費
の
額
に
相
当
す
る
退
職
手
当｣

を
加
え
、｢
広
域
求
職
活
動
費｣

を｢

求
職
活

動
支
援
費(

広
域
求
職
活
動
費)

の
額
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
、
同
項
第
二
号
に
該
当

す
る
行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支
援
費
の
額
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
求
職
活
動
支

援
費(

短
期
訓
練
受
講
費)

の
額
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
に
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る

行
為
を
す
る
者
に
係
る
求
職
活
動
支
援
費
の
額
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
求
職
活
動
支
援
費

(

求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費)｣

に
改
め
、｢

そ
れ
ぞ
れ
受
給
資
格
証｣

及
び｢

、
受
給
資
格
証｣

の

下
に｢

、
高
年
齢
受
給
資
格
証｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

、
受
給
資
格
証｣

の
下
に｢
、
高
年
齢

受
給
資
格
証｣

を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
中｢

及
び
広
域
活
動
費｣

を｢

、
求
職
活
動
支
援
費(

広
域
求
職
活
動
費)

の
額
に
相

当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
、
求
職
活
動
支
援
費(

短
期
訓
練
受
講
費)

の
額
に
相
当
す
る
退
職
手

当
支
給
申
請
書
及
び
求
職
活
動
支
援
費(

求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費)｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
表
面
中｢民

間
職
業
紹
介
機
関
｣

を｢職
業
紹
介
事
業
者
｣

に
、｢労

働
者

派
遣
機
関
｣

を｢派
遣
元
事
業
主
｣

に
、｢職

業
相
談
等
｣

を｢職
業
相
談
､
職
業
紹
介
等
｣

に
改
め
、

同
様
式
裏
面
中｢職

業
紹
介
事
業
者
紹
介
｣

を｢地
方
公
共
団
体
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
紹
介
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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映
画

種
類

�
公
共
職
業
安
定
所
紹
介

�
自
己
就
職

未
亡
人
下
宿
？
谷
間
も
貸
し
ま
す

特
務
課
の
星
蜜
乳
コ
ス
プ
レ
大
作
戦
！
！

ア
ル
テ
ィ
メ
ッ
ト
マ
ス
タ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
ご
き
の
山

題
名

等

�
公
共
職
業
安
定
所
紹
介

�
地
方
公
共
団
体
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
紹
介

�
自
己
就
職

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

こ
く
ま
ろ
オ
ッ
パ
イ
か
き
ま
ぜ
ら
れ
た
私

ワ
レ
メ
の
誘
惑
あ
そ
こ
の
具
合

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

別
記
第
一
号
様
式
の
五
表
面
中

｢民
間
職
業
紹
介
機
関
｣

を

｢職
業
紹
介
事
業
者
｣

に
、｢労

働

者
派
遣
機
関
｣

を｢派
遣
元
事
業
主
｣

に
、｢職

業
相
談
等
｣

を｢職
業
相
談
､
職
業
紹
介
等
｣

に
、

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(
以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用

紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
28年
12月
27日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
が
次
の
と
お
り
指
定
の
効
力
を

失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

メ
チ
ル
＝
二
‐[

一
‐(

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル)

‐
一
Ｈ
‐
イ
ン
ド
ー
ル
‐
三
‐
カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド]

‐
三
‐
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ａ
Ｍ
Ｂ
‐
Ｃ
Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ)

２

二
‐(

四
‐
エ
ト
キ
シ
‐
三
・
五
‐
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル)

エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

(

通
称
Ｅ
ｓ
ｃ
ａ
ｌ
ｉ
ｎ
ｅ)

３

Ｎ
‐(

一
‐
フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン
‐
四
‐
イ
ル)

‐
Ｎ
‐
フ
ェ
ニ
ル
フ
ラ
ン
‐
二
‐
カ
ル

ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｆ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
、
Ｆ
ｕ
‐
Ｆ)

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
。

三

指
定
の
効
力
を
失
う
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
飛�
川
森
林
計

平成28年12月27日 岐 阜 県 公 報 第２８１０号( 811 )



県
道

道
路
の
種
類

美

濃

川

辺
線

路
線
名

美
濃
市
字
櫨
ヶ
洞
三
二
七
五

番
一
二
地
先
か
ら

同

市
字
鉈
尾
三
三
八
六
番

地
先
ま
で

美
濃
市
字
櫨
ヶ
洞
三
二
七
五

番
一
二
地
先
か
ら

同

市
字
鉈
尾
三
三
九
五
番

四
地
先
ま
で

美
濃
市
字
櫨
ヶ
洞
三
二
七
五

番
一
二
地
先
か
ら

同

市
字
鉈
尾
三
三
八
六
番

地
先
ま
で

区

間

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･���･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
樹
立
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
木
曽
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
揖
斐
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
・
庄
川
森
林

計
画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
長
良
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
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県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

中
野
方

苗

木
線

路
線
名

三
百
六
十

五
号

路
線
名

中
津
川
市
高
山
市
字
木
積
沢
五
七

九
八
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

字
西
知
原
一
二
〇

一
番
七
地
先
ま
で

区

間

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ

原
字
六
反
田
二
八
七
五
番
四

地
先
か
ら

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
字
門

前
七
一
二
番
三
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

土
岐
ヶ
丘

区

域

の

名

称

土
岐
ヶ
丘
沢

土
岐
ヶ
丘

区

域

の

名

称

土
岐
市
土
岐
ヶ
丘

区

域

の

所

在

地

土
岐
市
土
岐
ヶ
丘

土
岐
市
土
岐
ヶ
丘

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事

務
所
及
び
土
岐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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土
岐
ヶ
丘
沢

土
岐
市
土
岐
ヶ
丘

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

中
津

川
市

関
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

36,658

43,182

21,548

41,838

23,547

95,251

121,252

49,469

42,243

43,479

55,962

32,024

18,162

66,716

74,258

94,522

76,386

148,130

340,403

総
数
(人
)

12,220

14,394

7,183

13,946

7,849

31,751

40,418

16,490

14,081

14,493

18,654

10,675

6,054

22,239

24,753

31,508

25,462

49,377

113,468

３
分
の
１
の
数
(人
)

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事

務
所
及
び
土
岐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
一
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
平
成
28年
12月
２
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,698,680人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,974人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

312,335人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数
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後
藤
ゆ
き
後
援
会

小
島
せ
い
を
応
援
す
る
会

岡
部
秀
夫
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
岐
阜
県
揖
斐
郡
第
一
支
部

政
治
団
体
の
名
称

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

43,142

58,088

20,188

29,102

25,293

38,615

30,321

28,901

後
藤
友
紀

小
島

整

櫻
井
正
彦

代
表

者

の
氏

名

国
枝
慎
太
郎

代
表

者

の
氏

名

14,381

19,363

6,730

9,701

8,431

12,872

10,107

9,634

後
藤
和
史

小
島

整

岡
部
孝
子

会
計
責
任
者

の
氏

名

国
枝

覚

会
計
責
任
者

の
氏

名

羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
４
―
177

各
務
原
市
下
中
屋
町
３
―
153

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
３
―
413

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

揖
斐
郡
大
野
町
下
磯
521―

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
28年

11月
18日

平
成
28年

11月
２
日

平
成
28年

11月
８
日

届
出

年
月
日

○

一
以
上
の
市
町
村
等
の

区
域
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

平
成
28年

11月
16日

届
出

年
月
日

１
政
党
の
支
部

�
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

２
そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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岩
花
ま
さ
き
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

土
岐
市
古
田
は
じ
め
後
援
会

ご
と
う
信
一
後
援
会

小
坂
喬
峰
後
援
会

岐
阜
市
歯
科
医
師
連
盟

政
治
団
体
の
名
称

平
井
豊
司
後
援
会

白
石
文
伸

鷲
見

武

小
坂
喬
峰

山
田
武
志

代
表
者
の
氏
名

岩
花
正
樹

代
表

者

の
氏

名

平
井
豊
司

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者 異
動
事
項

岩
花
正
樹

会
計
責
任
者

の
氏

名

平
井
豊
司

岐
阜
市
渋
谷
町
10

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

白
石
文
伸

鷲
見

武

恵
那
市
東
野
1889―

３

木
方
多
加
志

山
田
武
志 新

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
札
574平
成
28年

10月
15日

解
散

年
月
日

玉
樹
成
三

加
藤

弘

恵
那
市
長
島
町
正
家
１
―
６
―
１

中
村
雅
彦

林
時
晴 旧

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

平
成
28年

11月
21日

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

平
成
28年

８
月
４
日

平
成
28年

11月
１
日

平
成
28年

11月
17日

平
成
27年

６
月
25日

平
成
27年

６
月
25日

異
動

年
月
日

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

異
動
事
項
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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小
坂
喬
峰

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

平
井
豊
司

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

小
坂
喬
峰
後
援

会 資
金
管
理
団
体

の
名

称

揖
斐
川
町
議
会
議

員 公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
動
事
項

平
井
豊
司
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

恵
那
市
東
野
1889―

３

新 揖
斐
郡
揖
斐
川
町

谷
汲
名
札
574

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

恵
那
市
長
島
町
正
家

１
―
６
―
１ 旧 平
井
豊
司

代
表
者
の

氏
名

八
百
津
町

市
町
村
名

岩
花
正
樹

資
金
管
理
団
体
の

届
出
を
し
た
者
の

氏
名

錦
津
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

施
設

の
名

称

岩
花
ま
さ
き
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町
伊
岐
津
志
16

92番
地
１

所
在

地

平
成
28年

10月
15日

資
金
管
理
団
体

で
な
く
な
っ
た

年
月
日

150人

収
容
人
員

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
し
た
施
設

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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茶
の
里
白
川
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

白

川

町

役

場

縦

覧

場

所

平
成
二
八
・
一
二
・
二
七
か
ら

同

二
九
・

一
・
三
一
ま
で

縦

覧

期

間

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ギ
フ
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
部

三

代

表

者

の

氏

名

細
野

俊
和

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
野
一
色
四
丁
目
一
五
番
一
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
不
特
定
多
数
の

人
び
と
が
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
家
庭
・
地
域
社
会
の
推
進

に
寄
与
す
る
と
共
に
、
高
齢
者
・
障
害
者
・
子
ど
も
な
ど
広
く
一

般
に
対
し
て
在
宅
介
護
・
家
事
援
助
、
高
齢
者
・
障
害
者
等
の
移

送
サ
ー
ビ
ス
活
動
、
介
護
保
険
法
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
介
護

事
業
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
福
祉
の
増
進
に
寄
与
し
、
ま
た
山
林
・

河
川
等
の
清
掃
活
動
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
環
境
保
全
に
も
貢
献

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

関
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
関
市
上
之
保
の
一
部(

行
合(

Ⅳ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
関
市(

上
之
保
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
関
市(

上
之
保
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

下
呂
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
下
呂
市
小
坂
町
大
島
の
一
部(

大
島
４)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
下
呂
市(
小
坂
町
大
島
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
下
呂
市(
小
坂
町
大
島
の
一
部)

の
地
籍
簿
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四
月
二
十
三

日(

日)

時
間

期
日

四
月
二
十
二

日(

土)

時
間

期
日

教
育
原
理

午
前
十
時
か
ら

午
前
十
時
三
十

分
ま
で

保
育
の
心
理
学

午
前
十
時
三
十

分
か
ら

午
前
十
一
時
三

十
分
ま
で

社
会
的
養
護

午
前
十
一
時
か

ら午
前
十
一
時
三

十
分
ま
で

保
育
原
理

正
午
か
ら

午
後
一
時
ま
で

子
ど
も
の
保
健

正
午
か
ら

午
後
一
時
ま
で

児
童
家
庭
福
祉

午
後
二
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

子
ど
も
の
食
と

栄
養

午
後
二
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

社
会
福
祉

午
後
三
時
三
十

分
か
ら

午
後
四
時
三
十

分
ま
で

保
育
実
習
理
論

午
後
三
時
三
十

分
か
ら

午
後
四
時
三
十

分
ま
で

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

○
平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
保
育
士
試
験(

前
期)

の
実
施

児
童
福
祉
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
八
条
の
八
の

規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
保
育
士
試
験(

前
期)

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
岐

阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(
昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
公

告
し
ま
す
。

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関

に
指
定
し
た
一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
が
行
い
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

試
験
日
程
及
び
会
場

１

筆
記
試
験

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
二
日(

土)

及
び
同
月
二
十
三
日(
日)

２

実
技
試
験(

筆
記
試
験
全
科
目
合
格
者
の
み
実
施)

平
成
二
十
九
年
七
月
二
日(

日)

３

試
験
会
場

大
垣
市(

予
定)

二

受
験
申
請
受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
五
日(

木)

か
ら
同
月
三
十
一
日(

火)

ま
で

三

受
験
申
請
受
付
場
所

受
験
申
請
書
を
指
定
の
封
筒
に
よ
り
、
一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育
士
試
験
事

務
セ
ン
タ
ー
ま
で
、
簡
易
書
留
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
申
請
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日(

火)

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も

の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

四

受
験
手
数
料
等

受
験
手
数
料
等
の
納
入
方
法
は
、
受
験
の
手
引
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１

受
験
手
数
料
等

一
二
、
九
五
○
円(

受
験
手
数
料
一
二
、
七
〇
〇
円
及
び
受
験
の
手
引
郵
送
料
二
五
○
円)

２

全
科
目
免
除
者
に
係
る
受
験
手
数
料
等

二
、
六
五
○
円(

受
験
手
数
料
二
、
四
〇
〇
円
及
び
受
験
の
手
引
郵
送
料
二
五
○
円)

五

合
格
発
表
等

合
格
者
の
発
表
は
、
一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー
か
ら

受
験
者
全
員
に
通
知
書
を
郵
送
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す
。

な
お
、
合
格
者
に
は｢

保
育
士
試
験
合
格
通
知
書｣

を
、
一
部
科
目
合
格
者
に
は｢

保
育
士
試
験

一
部
科
目
合
格
通
知
書｣

を
送
付
し
ま
す
。

六

試
験
問
題
の
公
開

平
成
二
十
三
年
か
ら
平
成
二
十
八
年
ま
で
の
岐
阜
県
保
育
士
試
験
問
題
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開

総
合
窓
口(

岐
阜
県
庁
二
階

電
話

〇
五
八
―
二
七
二
―
一
一
三
八)

に
お
い
て
公
開
し
て
い
ま

す
。

七

そ
の
他

１

受
験
の
手
引
及
び
受
験
申
請
書
の
配
布
方
法
、
配
布
時
期
及
び
請
求
方
法

一�
配
布
方
法

郵
送
配
布

二�
配
布
時
期
及
び
請
求
方
法

平
成
二
十
九
年
一
月
五
日(

木)

か
ら
配
布
を
開
始
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
又
は
郵
送
に
て
、
ご
請
求
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
の
請
求
の
場
合
は
、
宛
先

明
記
の
角
型
二
号
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
封
筒
の
表
に｢

手
引
請
求｣

と
朱
書
き
し
、
次

の
宛
先
ま
で
郵
送
で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
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な
お
、
申
請
受
付
期
間
に
間
に
合
う
よ
う
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日(

金)

ま
で
に
受

験
の
手
引
及
び
受
験
申
請
書
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

住
所

〒
一
七
一
―
八
五
三
六

東
京
都
豊
島
区
高
田
三
―
一
九
―
一
〇

名
称

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会

保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー

２

連
絡
先(
問
合
せ
先)

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会

保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー

電
話

〇
一
二
〇
―
四
一
九
四
―
八
二
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平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


